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ス

ペ

イ

ン

十

二

月

騒
乱

淺

野

正

噌

ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
邊
隅

に
、
忘

れ
ら
れ

六
よ
う
な
存
在

な
績
け

て
ゐ
六

ス
ペ
イ

ン
に
、

一
九
二
三
年
九
月

、
P
r
i
m
o
d
e
r
i
v
e
r
a

將

軍

の
独
裁
判

の
樹

立
以
來

、
打
績
く
騒
魁

の
六
め

に
.
新
に
人

々
の
注
目
な
惹
き
始
め
れ
。

此
庭

に
取
扱

に
う
と
す
る
の
に
,

一
九

三
〇
年
十

二
月

ス
ペ
イ

ン
に
勃
発
し

れ
騒
齪
で
あ

る
。
そ
の
騒
齪
は
全
國

に
波
及
し

て
、

一
時
は
革
命

の
途
行
を
思

に
し
め

る
勢

で
あ

つ
れ
が
、
蓬

に
旬
日
の
後
、

ひ
と
ま
つ
鎭

定
さ
れ
う
に
至

つ
れ
。

此

の
最
近
の
騒
齪

な
登
生

ぜ
し
め
た
社
會
的
條
件
と
騒
魁

の
経
過
ピ
な
説

き
驚
併

ぜ
て

ス

ペ
イ

ン
政
情

の
將
來
に
樹
す
る
展
望

な

描
か
う
と
す

る
の
が
、
此

の
論
稿
の
意

圃
で

あ
る
。

六

野
國
が

ス
ペ
イ

ン
で
あ

る
の
ミ
、
事
件
が
新
・し
い
れ

め
に
、
統

計
其
他

の
資

料
の
不
足
に
災

さ
れ

ろ
こ
と
が
少
く
な
か

つ
六
の
ぼ
遺

憾
で
あ

っ
れ
。

ス
ペ
イ

ン
十
二
刀

騒
齪

(
第

一
巻
第

一
號

)

B

一



ス
ペ
イ

ン
十

二
月
騒
齪

(
第

一
巻
第

一
號
)

1ー

二

一
.
は
し
が
き

一
、

ス
ペ
イ

ン
の
政
治
経
済

状
態

の
概
観

一
、
B
e
r
e
n
g
u
e
r

政
府

の
政
策

り
破
綻

一
、
十

二
月

騒
乱

の
締

噌遡

一
、
ス
ペ
イ
ン

政
情

の
將
來
に
対
す

ろ
展
望

ス
ペ
イ
ン
の
政
治
経
済

に
於
け
る
著
し
い
特
徴
は
、
今
猫
封
建
的
遺
臭
が
可
成
り
に
強
く
、
封
建
的
地
十工
の
勢
力
が
、
ブ
ル
ジ
ヨ

ア
ジ
ー
の
そ
れ
に
優
り
、
封
建
主
義
的
矛
盾
が
、
資
本
主
義
的
矛
盾
に
比
し
て
強
度
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
Q

こ
の
こ
と
は
,
ス
ペ
イ

ン
に
起
る
騒
齪
の
吐
會
的
基
礎
を
規
定
し
、
そ
の
將
來
の
発
展

に
対
し

て
一
定
の
方
向
を
規
定
す
る
。
そ
の

限
り
に
於
い
て
、
ま
た
此
の
特
徴
の
究
明
は
、
ス
ペ
イ

ン
の
騒
観
を
論
す
る
も
の
に
と
つ
て
、決
定
的
な
意
義

を
有

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ス
ペ
イ
ン
に
於
け
る
主
た
る
産
業
は
、
農
業
で
あ
る
。

吾
々
は
、
遺
憾
な
が
ら
最
近
の
ス
ペ
イ
ン
に
於
け
る
所
得
者
の
職
業
別
統
計
を
有
し
て
ゐ
な

い
が
、
表

一
に
つ
い
て
み
る
と
,

一



九
二
〇
年
に
於

い
て
、
農
業

(林
業
及
び
漁
業
を
含
め
て
ー

但
し
此
の
鮎
は
次
に
論
す
る
)
に
依
る
所
得
者
数
は
、
共

の
他

・

ス
ペ
イ
ン

十
二
月
騒
蹴

(
第

一
巻
第

一
號

)

盈

三

表
一
ス
ペ
イ
ン
に
於
け
る
所
得
者
の
職
業
別
表

a基
数
※

調
査
年
度

1920

]910

農
・
林
・
漁
業

4537817

4220518

工
・
坑
業

1899127

1098546

商
・
交
通
業

(方
喪
餌
ぎ
・
料
理
1Lr;業

)

432678

405978

陸
海
軍

169445

135204

其
他
の
公
務

及
自
由
職
業

343338

318796

家
事
及
個
人

的
使
月
1人

301261

320317

其
他
の
所
得
者

※※※※

278750

1008221

b比
例
数
※

57.0
56.2

23.9
14.6

5.4
5.4

2.1
1.8

4.3
4.3

3.8
4.3

3.5
13.4

 (Statistisches Jahrbuch für das D
eutsche R

eich, 1930 , S.25D

※
猫
未
だ
所
得
生
活
な
始
め
ざ
ろ
も
の
,既

に
退
き
れ
る
も
の
,均

艦
的
欠
階
の
ア
ニ
め
勢
働
不
能
の
も
の
な
除
外
し
ナ
こ
ろ
上
に
,

本
職
を
有
ぜ
ざ
る
家
嬬
,利

子
●
年
金
等
の
衣
食
者
,公

共
瞥
造
物
所
厨
員
な
含
ま
す
。

※
※
1920年

に
,筆

耕
,速

記
者
,魎

課
の
16473な

一
括
し
て
含
み
,1910年

は
,出

納
事
務
員
,簿

記
事
務
員
,會

社
員

の
65271な

一
括
し
て
含
む
。

※
※
※
前
記
の
徽
字
は
1920年

,後
記
は
1910



ス
ペ

イ

ン
十

二

月
騒

齪

(
第

一
巻
第

一
號

)

・

B

四

の

}
切
の
産
業

、
商

。
エ

・
坑

●
交
通
業
に
依
る
所
得
者
数
に
対
し

て
、
實
に
そ
の
二
倍
弱
に
當
つ
て
ゐ
る
。
此
の
数
字
は
、

ス
ペ

イ

ン
の
主
要
産
業
が
農
業
た
る

こ
と
を
示
唆
す
る
。
尤
も
こ
の
計
算
に
於
い
て
、
農
業

に
依
る
所
得
者
数
の
中
に
、
林
業
及
び
漁
業

に
依
る
も
の
も
含
め
て
は
ゐ
る
が
、
そ
の
中
漁
業
者
の
数
は
別
本
に
、
同
年
に
於
い
て

一
四
八
、
七
二
〇
人

と
あ
つ
て
、
大
し
て
多

く
な
く
、
更
に
ス
ペ
イ

ン
の
林
業
も
ま
た
貧
弱
な
も
の
で
あ
る
。

ス
ペ
イ
ン
の
森
林
帯
は
、
纏
に
ピ
レ
ネ
ー
山
脹
及
び
カ
ン
タ
ブ
リ

ア
山
版
に
於
い
て
見
出
さ
れ
る
が
、

一
九
二
六
年
頃
に
於

い
て
、
喬
木
林
は
全
面
積
の
四

・
八

パ
ー

セ

ン

ト
、
倭
木
林
は
三
。
二

パ
ー
セ
ン
ト
、
権
木
叢
は
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
合
計
全
面
積
の

=
二
・
二
パ
!
セ
ン
卜
に
過
ぎ
す
,
木

材
需
要
の
四
分
の
三
は

ス
ウ

エ
ー
デ

ン
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
國
等
よ
り
の
輸
入
に
埃

つ
て
ゐ
る
有
檬
で
あ
る
。
で
農
業
者
に
比
し
て
、
漁
業

●
林
業
者
の
数
は

甚
だ
少

い
。
少
く
と
も
、
農
業
を
以
つ
て
ス
ペ
イ
ン
に
於
け
る
主
要
産
業
と
な
す
右
の
示
唆
を
覆
す
ほ
ど
に
大
な
り
と
槻
る
こ
と
は

出
來
な

い
。
尤
も
さ
き
に
述

べ
た
る
如
く
此
等
の
数
字
は
古
い
。
し
か
し
、
此
の

一
九

一
〇
年
i

一
九
二
〇
年
は
、
中
に
世
界
大

戦
を
挾
ん
で
、
そ
の
聞

ス
ペ
イ
ン
工
業
は
後
に
述
べ
る
檬
に
大
な
る
進
歩
を
途
げ
た
例
外
的
な
年
度
で
あ
る
か
ら
、
此
の
十
年
闇
に

於
け
る
各
産
業
所
得
者
の
増
加
率
を
以
つ
て
、
次

の
十
年
(
一
九
二
〇
年
1

「
九
三
〇
年
)
の
増
加
率
を
推
定
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
吾
々
は
方
面
を
変

へ
て
、
貿
易
表
に
つ
い
て
み
る
と
、
表
二
に
示
す
如
く
、

一
九
二
七
年
に
於

い
て
、
生
活
資

料
は
、
総
輸
出
の
二
分
の

一
弱
を
占
め
(そ
の
輪
入
は
塙
総
輸
入
の
二
割
弱
)、

こ
れ
に
対
し

て
輸
入
に
於
い
て
は
完
製
品
が
、
総
輸



入
の
二
分

の

N
弱
を
占
め
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ス
ペ
イ

ン
産
業
に
於
け
る
農
業
の
優
位
を
示
す
。
尤
も
原
料
品
に
於

い
て
、
そ
.

の
輪
出
の

「
倍
半
弱
の
も
の
が
輸
入
さ
れ
て
ゐ
る

こ
と
は
、
ス
ペ
イ

ン
工
業
の
可
成
り
の
進
歩
を
示
唆
す
る
が
、
同
時
に
完
製
品
の

輸
出
入
を
顧
る
と
、
そ
の
輸
出
(総
輸
出
の
僅
か
に
二
割
強
)
の
二
倍
強
の
も
の
が
輸
入
さ
れ
て
ゐ
る
。

こ
の

こ
と
は
、
右

の
ス
ペ
イ
・

ン
工
業
の
進
歩
を
余
り
高
く
評
価

し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。

ス
ペ
イ
ン

十

二
月
騒
鰯

(
第

一
巻
第

一
號
)

B

五

表
二
ス
ペ
イ
ン
に
於
け
る
外
國
貿
易
品
口
表

総
輸
出
入
贋
値
の
百
分
比

年
度

輸
入

]900・
・
。
...

19/3・
…

1918・
…
..

]921-・
・
-

1926・
一
・
-

1927・
・
…
.

生
活
資
料

38.6

23∫
1

25.1

26.8

18.8

17.3

原
料

46,0

39.9

46.8

28.9

36.4

36.3

完
製
品

15.4

37.0

2S.1

44.3

44.8

46.4

輸
出

生
活
資
料

34.5

44.6

38.4

55.0

55.7

54.4

原
料

39.3

3L7

18.5

17.5

1S.5

25.2

f
完
製
品

26.2

23.7

43.1

26.5

25.8

20.4

 (i)ie W
irtschaft des A

uslandes, 1900-1937, S. 219)



ス
ペ
イ
ン

十

二
月
騒
齪

(
第

一
巻
第

一
號
)

B

山ハ

此
等
一
聯

の
数
字
は
、
ス
ペ
イ

ン
に
於
け
る
主
要
産
業
が
、
工
業
で
な
く
農
業
で
あ
る
こ
と
を
物
語
つ
て
ゐ
る
。

と
こ
ろ
で
此
の
主
要
産
業
た
る
農
業
は
、
如
何
な
る
方
法
に
依

つ
て
経
営
さ
れ
て
ゐ
る
か
?
。

表
三
ス
ペ
イ
ン
に
於
け
る
土
地
所
有
及
び
農
業
経
管
の
大
き
さ

大
き
さ
の
等
級

ヘ
ク
タ
ー
ノ
レ
輩
位

1未
満

1-5

5-10

10-一
一
〇
ro

50-100

100-500

500-1000

※1000-3000

3000超
過

経
管
藪

千
輩
位

4905

14う
5

146

115

19202β1.1

0.2

計
6664.0

面
積

※
※

百
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
輩
位

2.1

3.6

0.9

2.1

1.2

3.9

1.6

1.8

0.7

17.9

所
有
者
数

千
軍
位

498

481

127

127

20203.81.6

0.6

1279.0

面
積

※
※

百
万
ヘ
ク
タ
ー
'レ

箪
位

0.3

1.6

1.0

3.3

1.6

0.8

3.0

3.0

3.4

18.0

(D
ie  W

irtschaft de,, A
uslandes, 1900-1927, S.213)



※
所
有
に
於
い
て
は
等
級
の
限
界
は
2
5
0
0
0
ヘ
ク
ト
ー
ル

※
※
平
均
の
大
き
さ
に
、
経
営
数
乃
至
所
有
者
数
を
乗
ず

農
業
地
方
に
は
大
土
地
所
有
者
が
存
在
し
て
ゐ
て
、
表
三
に
つ
い
て
み
る
と
、

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

の
土
地
所
有
者
は
、
實
に
土

地
所
有
者
総
数
の
三
八
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
に
當
る
四
+
九
萬
八
千
人
で
、
然
も
そ
の
所
有
地
全
面
積
は
、
総
土
地
面
積
の

一
・
七
パ

ー
セ
ン
ト
に
當
る
三
十
萬

ヘ
ク
タ
ー
ル
に
過
き
な
い
の
に
対
し

、
三
千

ヘ
ク
タ
ー
ル
超
過
の
所
有
者
は
、

土
地
所
有
者
総
敷
の
僅
か

に
七

・
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
當
る
六
百
人
で
、
然
も
そ
の
所
有
地
全
面
積
は
、
総
土
地
面
積
の

一
八

。
○
パ
ー

セ
ン
ト
に
當
る
三
百
四

十
萬

ヘ
ク
タ
!
ル
を
占
め
て
ゐ
る
o

か
ゝ
る

大
土
地
を
所
有
す
る
も
の
は
、
謂
ふ
と
こ
ろ
の

『
カ
ツ
イ
ー
ケ
』
で
あ
つ
て
、
そ
の
所
有
す
る
浩
汎
な
地
域
を
、
殆
ど
猫

立
國
家
の
如
く
支
配
し
て
居
り
、
彼
等
の
下
に
あ
つ
て
農
業
に
從
事
し
て
ゐ
る
農
民
は
、

一
種

の
農
奴
状
態

に
置
か
れ
て
ゐ
て
、
資

本
主
義
的
な
経
営

は
、
大
土
地
に
は
採
用
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
叉
大
土
地
所
有
以
外
に
あ
つ
て
も
、
同
じ
く
表

三
に
示
す
如
く
過
小
経

螢
が
行
は
れ
て
、
殆
ど
資
本
主
義
化
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
浦
の
大
さ
の
経
営
は
、實
に
全
経
営

数
の
七
三

●
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
當

る
四
百
九
十
萬
五
千
を
算
す
る
に
対
し

、

五
乃
至
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
大
さ
の
経
営

と
な
る
と
、
既
に
十
四
萬
六
千
に
減
少
し
、
五
十
乃
至
百

ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な
る
と
更
に
減
少

ス

ペ
イ

ン
十

二

月

照
…働
甲

(
第

一
巻

第

一
號

)

13

曹七



ス
ペ

イ

ン
+

二
月

騒

観

(
第

一
巻

第

一
號

)

13

八

し
、
全
経
営
歎
の
O

・
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
何

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
が
、
資
本
主
義
的
農
法
に
適
す
る
か
を
嚴

密
に
規
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ら
う
が
、
小
萎
刈
入
及
び
打
穀
に
コ
ム
バ
イ
ン
を
使
用
し
得
る
た
め
に
は
、
植
付
面
積
が
少
く
と

も
五
〇

ヘ
ク
タ
ー
ル
、
最
良
の
場
合
は

一
三
〇

ヘ
ク
タ
ー

ル
と
計
算
さ
れ

て
ゐ
る
こ
と
か
ら
観

て
、

ス
ペ
イ

ン
の
農
業
は
、
大
土
地

所
有
以
外
に
於
い
て
も
ま
た
、
封
建
的
農
法
に
依
つ
て
ゐ
る

こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

但
し
か
・
る
封
建
的
農
村
に
於
い
て
も
、
資
本
主
義
的
矛
盾

の
芽
は
、
既
に
繭
え
始
め
て
ゐ
る
。

そ
し
て
此
の
矛
盾
を
騎
芽
せ
し

め
る
も
の
は
、
資
本
主
義

の
農
村
に
対
す
る
駆
迫
と
、
夫
に
俘
う
農
村
の
解
燈
作
用
で
あ
る
。

先
づ
農
村
爵

す
る
資
奎

義
の
鑑

に
付
い
て
は
・
鑑

に
ズ

ペ
イ
ン
に
於
け
る
嚢

欝

者
の
賃
銀
が
・
工
萎

働
者
の
賃

銀
と
対
比

し
て
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
等
よ
り
み
て
、
農
業

の
幾
部
分
か
は
、
資
本
主
義
的
経
営

に
移
さ
れ

て
ゐ
る
に
相
違
な
い
と

思
は
れ
る
が
、(勿
論
そ
の
部
分
が
僅
小
な
る
べ
き
は
表
三
の
解
説
-
七
頁
ー
よ
り
み
て
明
か
で
あ
る
が
)
此
等

の
鮎
に
つ
い
て
、
殆
ど

公
け
に
さ
れ
た
統
計
的
資
料
な
く
、た
じ
権
概
設
備

の
た
め
に
、
一
九
二
五
年
に
於
い
て
、
二
十
六
萬
ペ
セ
タ
ー
ズ
、

一
九
二
六
年
に

於

い
て
・
、十
二
萬
ペ
セ
タ
】
ズ
の
資
本
が
霧

さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
智

・
資
奎

義
の
墜
迫
の
灘
は
既
に
農
村
に
伸
び
て
ゐ
る
・

次
に
夫
に
件
ふ
農
村

の
解
膿
作
用
に
つ
い
て
は
、
所
謂
る

『
カ
ツ
イ
ー
ヶ
』

に
依
る
農
奴
に
対
す

る
搾
取

の
強
度
化
と
、
最
近

の

國
際
農
業
恐
慌
と
が
墨
げ
ら
れ
る
。



商
業
の
た
め
に
生
産
さ
せ
ら
れ
る
農
奴
が
、
痛
烈
な
虐
使
と
極
度
の
搾
取
と
を
受
け
る
に
至
る
こ
と
は
、
明
か

な

事

實

で
あ
る

が
、
ス
ペ
イ

ン
の
場
合
に
於

い
て
は
、
そ
の
商
業
が
國
内
市
場
の
み
な
ら
す
、
世
界
の
農
産
物
市
場
を
目
指
し
て
ゐ
る
と

い
ふ
事
實

(
表
二
参
照
)
に
依
つ
て
、

『農
奴
』
の
搾
取
は
倍
加
さ
れ
る
。
此
の
如
き
張
度
の
搾
取
は
、
從
來
農
民
麿

の
一
部
に
外
國
移
民
と

工
業
地
帯

へ
の
流
入
者
と
農
村
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
を
饗
生
せ
し
め
た
が
、
こ
れ
に
加

へ
て
、

一
九
三
〇
年
以
來
、
そ
の
尖
鋭
な

姿
を
現
し
來
つ
た
世
界
農
業
恐
慌
は
、

ス
ペ
イ
ン
に
於
い
て
も
、
ま
た
か
ゝ
る

農
村
分
化
の
傾
向
を
強
め
、
農
村
プ

・
レ
タ
リ
ア
ー

ト
の
数
を
増
し
た
。
(
此
點
後
に
二
〇
頁
に
詳
論
)。

だ
が
、
然
し
前
表
三
の
解
説
(七
頁
)に
於
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
十
分
推
論
さ
れ
る
如
く
、
農
村
に
於
け
る
此
の
如
き
費
本
主

義
的
矛
盾
は
、
封
建
主
義
的
矛
盾
に
比
し
て
は
劣
つ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
で
農
業
は
、
前
述

せ
し
如
く

ス
ペ
イ

ン
に
於
い
て
は
、
工
業

に
比
し
ヨ
リ
重
要
な
地
位
に
あ
る
。
ー

從

つ
て
吾

々
は
結
論
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

ス
ペ

イ

ン
の
経
済

に
於

い

て
は

、
封

建

的

地

主

の

勢

力

強

く

、
封

建

王
義

的

矛

盾

が
、
資

本

主
義

的
矛

盾

に
比

し

て
優

つ

て
ゐ

る

と
。
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ス
ペ
イ
ン
十
二
月
騒
胤

(
第
一
谷
第

回
號
)

B

哨
○

註
三
権

瀧
設
備
の
れ
め
幾
何
の
資
本
が
登
行
さ
れ
る
ミ
い
ふ
こ
と
は
、
勿
論
、
必
す
し
も
夫
に
相
應
じ
ぬ
農
業
の
資
本
主
義
化
が
行

に
れ
る
と
い
ふ
こ
ご
に
に
な
ら
な
い
。
然
・し
そ
れ
が
、
封
建
的
農
業
に
対
す
ろ
資
本
主
義
の
駆
迫
で
あ
る
こ
と
に
は
相
違
な
い
。

此
塵
で
吾
々
は
、
経
済

か
ら
政
治

へ
と
眼
を
韓
す
る
。

現
在
に
於
い
て
、
此
の
如
き
経
済

組
織

の
上
に
臨
ん
で
ゐ
る
B
e
r
e
n
g
u
e
r

政
府
は
、
果
し
て
如
何
な
る
社
會
的
基
礎
に
そ
の
立
脚

地
を
有
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
?
・

一
九
三
〇
年

一
月
下
旬

、
独
裁
政
府
の
首
班
P
r
i
m
o
 
d
e
 
R
i
v
e
r
a

將
軍
の
失
脚
に
代

つ
て
立
つ
た
B
e
r
e
n
g
u
e
r

將
軍
は
、
前
者
に
比

較
す
る
と
、
遙
か
に
自
由
主
義
的
な
立
瘍
に
立
つ
か
に
見
え
た
。
彼
は
組
閣
當
時
、
そ
の
新
政
府
の
使
命
が
,
総
選
挙

と
國
民
の
完

全
な
る
市
民
椹
の
恢
復
と
の
準
備
に
あ
る

旨

を

宣

言
し
た
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
R
i
v
e
r
a將
軍

に
依
つ
て
慶
棄
さ
れ
た

一
八
七
六
年
の
憲
法
の
復
興
で
あ
り
、
就
中
國
民
議
會

の
再
建
で
あ
る
。
從
つ
て
又
右
の
宣
言
は
、
B
e
r
e
n
g
u
e
r

政
府
が
謂
ふ
と
こ

ろ
の
中
間
内
閣

..と
葺
。。8
ユ
。
℃
器
葺
。
..
な
る
こ
と
を
明
か
に
す
る
。
次
い
で
政
府
は
、
R
i
v
e
r
a
に
依
つ
て
磯
止
さ
れ
て
ゐ
た
國
務

卿
の
職
を
再
興
し
、
R
i
v
e
r
aの支
持
者
を
憂
閣
よ
り
逐
ふ
等
内
閣
の
改
造
を
行
ひ
、
併

せ
て
司
法
模
の
回
復
に
着
手
し
、
最

早

や

法
に
依
る
こ
と
な
く
し
て
罰
金
を
課
す
る
を
禁
じ
、
R
i
v
e
r
aに依
り
不
法
に
罰
金
を
支
錦
は
し
め
ら
れ
た

る
人
々
に
は
そ

の
返
還



請
求

の
構
利
を
認
め
、
又
捜
査
欺
な
く
し
て
は
、
如
何
な
る
家
宅
捜
査
を
も
行
ふ
こ
と
を
禁
じ
た
。
更
に
軍
隊

に
対
し

て
は
,
定
期

昇
進
を
規
定
し
て
、　
塑
く
・鑓

當
時
の
私
寵
に
依
る
昇
進
を
慶
し
た
。
更
に
二
月
中
旬
に
は
、
議
會
復
興

へ
の
着
手
と
し
て
、
さ
き

に

霊
ぐ
①憲

が
國
民
の
講
會
再
興
運
動

に
張
ひ
ら

れ

て
設
け
た
形
式
的
な
諮
問
機
關
た
る
國
民
議
會
を
、
解
散
し
た
。
乍
併
、
最

も
肝
要
な
眞
の
意
味
の
議
會
の
復
興
は
遅

々
と
し
て
進
捗
し
な
い
。
然
も
十

一
月
十
四
日
に
は
、
た
と
へ
議
會

が
復
興
さ
れ
て
も
、

B
e
r
e
n
g
u
e
r

政
府
は
僻
職
す
る
も
の
に
非
ざ
る
旨
を
洩
し
て
、
國
民
の
憤
激
と
不
信
と
を
買
つ
た
。

　
更
に
前
に
述
べ
た
自
由
主
義
的
な
諸
施
政
の
中
に
あ
つ
て
も
、
言
論
の
自
由
は
著
し
く
制
限
さ
れ
、
政
治
的
集
會
は
往
々
弾
堅
さ

れ
、
示
威
運
動
も
多
く
阻
止
さ
れ
た
。
B
e
r
e
n
g
u
e
r

政
府
は
、
そ
の
本
質
に
於
い
て
は
、　
霊
く
①蜀
政
府
と
何
等
異
る
と

こ
ろ
な
き
猫

裁
判

た
る
色
彩
を
・
早
く
も
明
か
に
し
て
來
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
問
題
と
な
つ
て
ゐ
る

一
八
七
六
年
の
憲
法
の
規
定
す
る
國
民
議
會
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
同
椹
の
上
下
爾
院
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

①

成

つ
て
ゐ
る
。
上
院
は
、
勿
論
限
定
さ
れ
た
階
暦
の
代
表
で
あ
る
が
、
下
院
は
,
約
四
百
名
の
代
議
士
を
擁
し
、
國
民
五
萬
人
に
封

し
て

一
名
の
割
合
に
當
り
、
そ
の
選
挙
椹
は
、
僅
か
の
制
限
を
以
つ
て
、
二
十
五
歳
以
上
の
す

べ
て
の
男
子

に
與

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

で
特
別
の
選
挙
干
渉
が
行
は
れ
ざ
る
限
り
、
か
ゝ
る

機
構

の
下
院
は
、
さ
き
に
分
析
し
た

ス
ペ
イ
ン
の
経
済
組
織
よ
り
観
て
。
國
民

の
大
部
分
を
占
め
る
小
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
ー
(都
市
の
小
中
企
業
家
.
小
費
商
人
の
み
な
ら
す
、
小
中
農
民
を
含

め
て
の
意
味
)
の
利
害
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B
　

　

一
二

を
、
最
も
大
な
る
割
合
に
於
い
て
代
表
す
る
。
か
」
る
下
院
を
有
す
る
議
會
の
復
興
を
,
⇔d
窪
8
α。
二
2

は
、
そ
の
最
初
の
宣
言
を
裏

切

つ
て
阻
止
し
っ
」
あ
る
。

　
從
つ
て
B
e
r
e
n
g
u
e
r

政
府
は
、
そ
の
社
會
的
基
礎
を
、
小
ブ
ル
ジ

ヨ
ア
ジ
ー
の
中
に
置
く
も
の
で
は
な
い
。
で
は
そ
の
社
會
的
基

礎
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
ー
か
、
叉
は
地
主
階
級
の
中
に
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
と
こ
ろ
で
此
の
雨
者
は
、
ス
ペ
イ

ン
に
於
い
て
は
、
既

に
或
る
程
度

の
同
盟
を
結
ん
で
ゐ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ス
ペ
イ
ン
が
過
去

に
於
、い
て
、
言
ふ
に
足
る
民
主
革
命
を
経
験
せ
す
、
現
在
そ
の
経
済
組
織
の
中
に
於
い
て
、
封
建
主
義
的
矛
盾

が
、
資
本
主
義
的
矛

盾
に
対
比

し
て
優
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
實

に
対
し

て
、

一
見
不
可
思
議
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
此
庭

で
は
、
左
様
な
國
内

的
條
件
の
分
析
と
併
せ
て
國
外
的
條
件
の
検
討
が
重
大
で
あ
る
。

　

ス
ペ
イ

ン
か
ら

ピ
レ
ネ
ー
山
版
を
距
て
た
フ
ラ
ン
ス
、
更
に
又
ビ
ス
ヶ
1
轡
の
彼
方
な
る
イ
ギ
リ
ス
、
・其
虚

で
は
今
や

『
民
主
的

運
動
」
が
、
殆
ど
そ
の
完
成
を
途
げ
て
、
謂
ふ
と
こ
ろ
の
第
三
期
の
諸
矛
盾
諸
対
立

の
尖
鋭
化
を
前
に
し
て
、
直
接
『
社
會
的
運
動
』

に
績
く
道
途
が
開
拓
さ
れ
つ
、
あ
る
。
更
に
重
要
な

こ
と
は
、
一
九

一
七
年
末

ロ
シ
ア
に
於
い
て
、　
『
瀧
會
的
運
動
」
が
途
行
さ
れ
、

一
九

一
九
年
に
建
設
さ
れ
た

囚
。
ヨ
ぎ
8
ヨ

一
九
一
二

年
に
建
設
さ
れ
た

中
竃
言
8
ヨ
が
、
其
處
か
ら
世
界

へ
革
命
運
動

の
手
を
さ
し

伸
べ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
影
響
は
、
後
述
す
る
如
く
.

ス
ペ
イ
ン
に
も
ま
た
及
ん
で
ゐ
る
。

ス
ペ
イ
ン
の
ブ
ル
ジ

ヲ



ア
ジ
ー
は
、

『
民
主
的
運
動
」
の
達
成
以
前
に
於

い
て
、
早
く
も
地
主
階
級
と
の
同
盟
の
必
要
が
あ
つ
た
。
叉
此
の
同
盟
に
於
い
て
・

そ
の
勢
力
に
於
い
て
優

つ
て
ゐ
る
地
主
階
級
(
前
述

参

照

七

頁
)が
.
そ
の
覇
樺
を
握
つ
て
ゐ
る
こ
と
も
、
ま
た
必
然
的
な
蹄
結
で

あ
る
。
さ
き
に
B
e
r
e
n
g
u
e
r

が
そ
の
組
閣
に
當
つ
て
、
囚
9邑
。昆
窪

州

の
大
金
融
資
本
家

9
∋
び
。
に
》
藏
相
と
し
て
の
入
閣
を
求
め

た
時
、
彼
が
、
独
裁

政
府
の
全
財
政

々
策
に
対
す

る
即
刻
の
調
査

開

始

を
受
諾
の
條
件
と
す
る
と
、
B
e
r
e
n
g
u
e
r

は
こ
れ
を
拒
否

し
て
そ
の
交
渉
を
打
切
つ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
吾

々
は
結
論
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

　

ス
ペ
イ
ン
現
政
府
は
、
地
主
階
級
の
覇
樺
の
下
に
於
け
る
そ
れ
と
ブ

ル
ジ
ヨ
ア
ジ
ー
と
の
ブ

・
ツ
ク
の
上
に
、
そ
の
社
會
的
基
礎

を
有
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
。

　
尤
も
ス
ペ
イ
ン
現
政
府

の
耽
會
的
基
礎
と
關
聯
し
て
、
猫
分
赫
を
要
す
る
今

一
つ
の
重
大
な
要
素
が
あ
る
。

そ
れ
は
ス
ペ
イ
ン
の

軍
隊
で
あ
る
。
實
際

ス
ペ
イ

ン
軍
隊
は
、
R
i
v
e
r
a
の
独
裁
判

の
樹
立
に
際
し
て
は
重
要
な
働
き
を
な
し
た
し
、
叉
B
e
r
e
n
g
u
e
r

自
身

も
軍
隊

の
出
身
で
あ
る
。

　

一
騰
ス
ペ
イ
ン
の
軍
隊
は
徴
兵

制

度
な
の
で
、

前
の
経
済

の
分
析
か
ら
み
て
、

そ
の
大
部
分
が
中
小
農
子
弟
た
る
こ
と
は
明
か

で
あ
る
。
さ
き
に
彼
等
が
R
i
v
e
r
a
の
独
裁
判

の
樹
立
を
助
け
た
の
に
は
、
特
殊
の
事
情
が
あ
る
o
當
時

マ

ロ
ツ

コ
と

の
間

に
職
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一
四

端
が
開
か
れ
て
ゐ
た
が
・
政
府
の
財
政
壷

の
破
綻
は
此
の
撃

の
勝
利
を
困
讐

し
、

こ
れ
は
義

財
政
の
破
綻
を
助
長
す
る
と
、

い

ふ
有

檬

で
あ

つ
た

の

で
、

苦

境

に
立

つ
た

ス
ペ

イ

ン
軍
隊

の
中

に

、

一
切

の
政

椹

を

軍

事
独
裁

政

府

の

手

に

牧

め
職

況

の
打
開

を

策

さ

う
と

す

る

輿

論

が
湧

き

上

つ
た

の

で

あ

る
。

然

し

そ

の
後

、
R
i
v
e
r
a政

府

乃

至
B
e
r
e
n
g
u
e
r
政

府

の
政

策

は

、

そ

れ

が
果

し

て
何

人

の
味

方

で

あ

る
か

を

明

か

に
し

た

。

ス
ペ

イ

ン
軍
隊

は

、

今

は
B
e
r
e
n
g
u
e
r

政

府

の
軍
隊

に
対
す

る
多

少

の
改

革

に
も

拘

ら

す

、

そ

の
支

持

を

棄

て

『
民
主

的

運

動

』

の
主

要

勢

力

と
な

り

っ

、
あ

る
。

今

政

府

の
軍

事

的

な

防

禦

の
楯

と

な

つ

て
ゐ

る

の
は

、

寧

ろ
・

民

兵

O
葛

巳

貯

Ω

<
富
と
稻

せ
ら

れ

る

、
軍
隊

か

ら
募

集

さ

れ

政
府

か

ら
豊

か

な
給

料

を
受

け

て
、

平

常

は
國

境

の
守

備

に
任

じ

て
ゐ

る

一
團

で

あ

る
。
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イ
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ス
ト
テ
ン

　

　

　

註
四
　
ス
ペ
イ
ン

上
院

の
構
成
要
素
け
、

イ
貴
族
、
大
俗
正
　

ロ
勅
任
絡
均
議
員

　

ハ
自
治
膿
、
教
會

及
び
特
別
投
票
模

者

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

(
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　(
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　(

　

　

に
依
つ
て
選
ば
れ
六

ろ
議
員

　

か

・
る

政

治
経
済

組

織

を

有

す

る

ス
ペ

イ

ン
は
、

最

近

全

く

騒

擾

の
巷

と
化

し

去

つ

た
。

騒

齪

に
次

ぐ

騒

齪

で
あ

る
。

　

然

し

既

に

ス
ペ

イ

ン
の

政

治
経
済

に
対
す

る
基

本

的

分

析

を

絡

つ
た

吾

々
は

、

こ

の
紛

糾

を

極

め

て

ゐ

る
騒

齪

の
中

か
ら

、

そ

の



基
本
的
な
諸
傾
向
を
把
握
し
得
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
、

イ

(都
市
)
小
ブ
ル
ジ

ヨ
ア
ジ
…
を
指
導
的
勢
力
と
す
る

「
民
主
的
運
動
」
と

派・

ブ

・
レ
タ
リ
ア
1
ト
を
指
導
的
勢
力
と
す
る

『
社
會
的
運
動
』
と

(
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
爾
運
動
は
、
或
部
分
に
於
い
て
は
互
に
關
聯
し
、
或
部
分

に
於
い
て
は
互
に
独
立
し

て
ゐ
る
。

前
者
は
、
立
憲
共
和
制
の
完
成
を
窮
極
目
的
と
し
、
議
會
復
興
を
當
面
の
運
動
目
標
と
し
て
ゐ
る
。
か
ゝ
る

『
民
主
的
運
動

』
の

指
導
的
勢
力

が
、
何
故
(都
市
)小
ブ
ル
ジ

ヨ
ア
ジ
ー
で
あ
つ
て
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
ー
で
あ
り
得
す
、
又
(
都
市
)
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

で
も
あ
り
得
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
前
述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
自
ら
明
か
で
あ
ら
う
。
そ
の
指
導
的
勢
力
が
、
都
市
プ

ロ
レ
タ
リ
ア

1
ト
た
る
に
は
、
農
村
に
於
け
る
資
本
主
義
的
矛
盾
が
、
封
建
主
義
的
矛
盾
に
樹
比
し
て
未
だ
劣
溺
で
あ
り
、
叉
ブ
ル
ジ

ヨ
ア
ジ
ー

①

が
そ
の
指
導
的
勢
力
た
る
こ
と
は
、
前
述
の
國
際
的
條
件
が

こ
れ
を
許
さ
な
い
。
但
し
此
の
『
民
主
的
運
動
』

の
指
導
的
勢
力
が
小

ブ
ル
ジ

ヨ
ア
ジ
ー
で
あ
る
と
い
ふ
事
實
は
勿
論
、ブ
ル
ジ

ヨ
ア
ジ
ー
が
地
主
階
級
と
プ
ロ
ツ
ク
を
結
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
事
實
も
ま
た
,

此
の
運
動
に
対
す

る
ブ
ル
ジ

ヨ
ア
ジ
ー
の

一
切
の
参
加
を
拒
否
す
る
も
の
で
は
な

い
。
現
に
此
の
運
動
の
指
導
者

の
顔

ぶ
れ
中
に
は

⑨

曾

つ
て

の
ブ

ル
ジ

ヨ
ア
政
党

の
右

か
ら

左

ま

で

の
党

員

の
名

i

N
9
§
。
鑓
(
右
翼

)
U
。
旨
。
轟

(
中

央

)
∪
。
日
言
σq
。
(
左

翼

)
ー

が

見

出

き

れ

る
。

た

野

こ
の
ブ

ル
ジ

ヨ
ア

ジ

ー

の
参

加

に

は
、

一
定

の
限

度

が

あ

る
。

そ

の
限

度

と

は
、

此

の

『
民

主

的

運

動

』

が

、

後

に

ス
ペ
イ

ン
十

二
月
騒
齪

(
第

一
巻
第

一
號
)

お

一
五



ス
ペ
イ
ン

十

二
月
騒
齪

(
第

一
巻
第

一
號
)

13

一
六

遠

べ
る
、
新
に
撞
頭
し
來
れ
る

q、就
魯
的
運
動

』
に
対
す
る
護
岸
工
事
た
る
限
度
で
あ
る
Q
撮
て
此
の
小
ブ

ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
の
指
導

す
る

『
民
主
的
運
動
』
に
参
加
す
る
も
の
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
…
の
み
で
は
な
い
。
貧
農
及
び
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
の

一
部
も
ま
た

参
加
す
る
。
そ
れ
は
、
か
、
る

『
民
主
的
運
動
』
が
、
現
在
の
ス
ペ
イ
ン
に
と

つ
て
は
、
猫
或
程
度
の
進
歩
的
意
義
を
有
す
る
か
ら

で
あ
る
。

次

の
『
社
倉
的
運
動
』
に
つ
い
て
言

へ
ば
～

ス
ペ
イ
ン
の
工
業
は
、
世
界
大
戦
中
先
進
資
本
主
義
國
よ
り
の
工
業
製
品
の
輸
入

杜
絶

の
た
め
に
、
急
速
な
進
歩
を
途
げ
た
。
表
四
に
つ
い
て
み
る
と
、

一
九
二
四
年
に
於
い
て
、
石
炭
及
び
半
完
製
品
の
産

額
は
、

戦
前

一
九
〇
九
年
i

=
二
年
に
比
し
て
、
夫

々
實
に
三
倍
乃
至
三
倍
半
に
達
し
て
ゐ
る
。
だ
が
、
此
の
如
き
工
業

の
獲
達
は
、
夫

自
身
の
中
に
プ

・
レ
タ
リ
ア
:
ト
の
成
長
を
は
ぐ
＼
ん
で
行

つ
た
。
そ
し
て
此
の
成
長
し
來
つ
た
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
其
後
に

於
け
る
先
進
資
本
主
義
國
の
生
産
恢
復
に
よ
る
ス
ペ
イ
ン
エ
業
の
打
撃
と
、
次
い
で
襲
ひ
來
つ
た
世
界
的
不

呪
の
中
に
あ
つ
て
、
襲

ひ
來
る
プ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
ー
の
塵
迫
に
抗
し
て
闘
つ
て
ゐ
る
。
た
穿
そ
の
抗
争
は
、
甚
だ
猛
烈
を
極
め
常
に
街

上
に
於
け
る
流
血
の
滲

事
を
俘
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
多
く
は
自
然
焚
生
的
の
も
の
で
、
罷
業
労
働

者
の
組
織
、
貧
農
階
暦
と
の
結
合

の
如
き
も
決
し
て
十
分

に
は
行
は
れ
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
ば
、

ス
ペ
イ
ン
に
於
け
る
プ

・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
成
長
が
未
熟
な
た
め
で
あ
る
。



ス
ペ

イ

ン
に

は

、
も

と

二

つ

の
重
要

な
組

合

が

存
在

し

て
ゐ

た
。

一
は

改

良

主
義

的

な
労
働

総

聯

合

¢
●O
.H
●で

、
他

は

ア
ナ

ル

コ

サ

ン
ヂ

カ
リ

ズ

ム

の
色

彩

の

彊

い
労
働

総

同

盟

O
.O
●目
・で

あ

る
o

此

の
後

者

の

一
フ

ラ

ク

シ

ヨ

ン
が

摩

o
ゑ
昌
①
旨

と
提

契

を
結

ん
だ

(
一
九

二

一
年

?

)
。

次

に

ス
ペ
イ

ン
の
無

産
政
党

と

し

て

は

、

ス
ペ

イ

ン
社

會

主

義
労
働
党

が
存

在

し

,

そ

の

一
部

が

、

一
九

二

朝

年

四

月

分

離

し

て

ス

ペ
イ

ン
共
産

黛

囚
殉
●ω
℃
・を
組

織

し

て

囚
。
ヨ
言
8
ヨ

の

目
翼

と

な

つ
た
。

尤

も

さ

き

に

空

く
①
箪

は

、

ス

ペ

イ

ン
に
於

け

る

一
切

の
組

合

と
政
党

と

を
解

散

し

、

保

守

窯

極

左

糞

の
罎
碧

鑓
を

し

て
d
艮
8

霊

民

9
適S
を

組

織

せ

し

め
た

の
で
、

爾

ス
ペ

イ

ン
十

二
月

騒

欄胤

(
第

一
巻

第

】
號
)

R

一
'七

表
四
ス
ペ
イ
ン
に
於
け
る
若
干
産
業
の
生
産
債
値

年
度

原
料

石
炭

}
雫
完
製
品

百
万
ペ
セ
ー
タ
ズ
軍
位

1〈
JOO/04年

平
均

1901/13年
平
均

1924

1925

1926

150

174

273

298

259

2853]84

200

217

207

276

925

896

919

原
料

1
石
炭

半
完
製
晶

1909/13==100

86100

157

170

149

53100

347

377

410

7,5

100

335

325

333

:U.G.T.1

C.G.T.
Profintern

Komintern
Rivera

IMaura
UnionPatriotica



ス
ペ
イ
ン

十

二
月
騒
翫

(
第

一
巻
第

一
號

)

B

一
八

來

夫

以
外

の
も

の

は

一
切

非

合

法

的

の
も

の

と
な

つ
た

o

然

し

か

」
る

墜

迫

に
も

拘

ら

す

、

O
.Ω
●弓
9
反
対
派

や
囚
殉
め
℃
・
は
、

打

績

く
騒

鑑

の
中

に

あ

つ

て
、

そ

の
組

織

と

指

導

力

と

を

強
化

し

つ

～

あ
る

。

註
五

勿

論
農
民
は

、
そ
の
中
農
六
る
ミ
小
農
れ
る
と
な
問
は
す

,
瀧
會
運
動

に
於

い
て
指
導
的
役
割

な
演

じ
得

る
も
の
で
は
な

い
。

註
六

ス

ペ
イ

ン
に
於
け

る
プ
ル
ジ
ヨ
ア
政
党

と
し
て
に
、
大
地
主
の
政
党

た
る
保
守
窯

,
そ
れ
と
社
會
的
基
礎

に
於

い
て
は
殆

ご
異

る

ミ
こ
ろ
な
き

、
然
し
二
大
政
党

制

の
立
場

か
ら

必
要
な
白
由
黛

、
カ

タ
ロ

ニ
ア
州

の
プ

ル
ジ

ヨ
ア
ジ
ー
の
政
党

で
そ
の
独
立

を
目
的

ξ

寸
る
ヵ
タ

ロ
ニ
ア
派
、
小

プ
ル
ジ
ヨ
ア

ジ
ー
と

一
部

リ
プ

ロ

レ
タ

リ
ア
ー
ト
な
含
む
共
和
簸
等

が
墨
げ
ら
れ

る
。
此
等

ぼ
、
何
れ
も
}W費
o
コ

噸
費
政
府

に
依
つ
て
解
散

た
命
ぜ
ら
れ
れ
。

註
七

か

・
る

『
民

主
的
運
動

』

に
附
随

し
て
、
カ

タ

ロ

ニ

ァ
州
(
工
業
中
心
地
)
の
独
立

を
策

す
る

プ
虚
ジ

ヨ
ア
ジ
ー
の

M
派

が
あ

ろ
o
(
註
六
{参
照
)

扱

て
此

等

の
昂

ま

り
來

る

就

脅

運

動

の
浪

を

前

に
し

て
、
B
e
r
e
n
g
u
e
r

政

府

の
政

策

は
完

全

に

そ

の
無

力

を

明

か

に
し

た

。

B
e
r
e
n
g
u
e
r

政

府

の
政

綱

は

、

憲

政

の
回

復

、

及

び
ズ

ペ

イ

ン
を

襲

ひ

つ

」
あ

る
経
済

恐

慌

の

克

服

と
崖

産

の
正

常
状
態

へ
の

復

蹄

を

計

る

に

あ

る
。

第

一
の
政

綱

に
付

い

て
、
B
e
r
e
n
g
u
e
r

が

現

實

に
何

を

な

し

た

か

は

、

既

に
吾

々

の
詳

細

に
観

察

し

た

と

こ
ろ



で
あ
る
。
(
一
一
頁
参
照
)。
從

つ
て
此
慮
で
は
、
後
の
経
済

政
策

の
み
を
問
題
と
す
る
。

B
e
r
e
n
g
u
e
r

政
府
が
成
立
し
た

一
九
三
〇
年

一
月
末
に
は
、
既
に
工
業
及
び

農
業
に
於
け
る
世
界
的
不
況

が
、
そ
の
陰
滲
な
全
貌
.
・

を
現
し
始
め
て
ゐ
た
。
此
の
世
界
的
不
呪
の
中
に
あ

つ
て
、
B
e
r
e
n
g
u
e
r

政
府
の
採
用
し
た
経
済

政
策
は
、
そ
の
社
命
日的
基
礎
よ
り

し
て
略

々
推
測
さ
れ
る
如
く
、
工
業
及
び
農
業
の
保
護
關
税
の
91
上
げ
で
あ
り
、
産
業
合
理
化
特
に
獨
占

の
促
進
で
あ
る
。

一
九
三

〇
年
六
月
に
定
め
ら
れ
た
、
外
國
商
品
に
対
す

る
輸
入
税
率
は
、
若
干
の
商
品
に
対
し

て
は
、
實
に
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
高
さ
に
達

し
て
ゐ
る
。
叉
政
府
は
、
産
業
合
理
化
政
策
を
強
行
す
る
た
め
、
R
i
v
e
r
a
時
代
に
設
け
ら
れ
た
、
協
調
的
な

『
産

業

調

停

委

員

⑲

會
』
の
若
干
の
樺
能
を
も
廃
止

し
た
。
然
し
此
の
如
き
政
策
が
、
現
在
の
経
済
恐
慌
を
克
服
す
る
何
等

の
力
を
有
せ
ざ
る
こ
と
は
、

理
論
的
に
明
か
で
あ
る
。
恐
慌
は
日
々
に
尖
鋭
化
さ
れ
て
行
く
。
吾

々
は
、
今
直
接
撒
字
に
つ
い
て
、
此
の
尖
鋭
化
さ
れ
て
行
く
恐
・

慌
の
姿
を
描
か
う
。

先
づ
ス
ペ
イ

ン
の
主
要
産
業
た
る
農
業
か
ら
眺
め
て
行
く
と
、
此

の
國
の
輸
出
の
首
位
を
占
め
て
ゐ
た
農
産
物
輸
出
が
、

一
九
三

〇
年
上
半
期
に
於
い
て
急
落
し
て
ゐ
る
。
最
早
や
農
業
恐
慌
は
、世
界
的
な
現
象
で
は
あ
つ
た
が
、

ス
ペ
イ
ン
の
場
合
に
於
い
て
は
、

そ
の
農
産
物
の
主
要
輸
出
先
の

一
た
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
國
の
政
治
的
不
安
が
、
特
に
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
今
重
要
な
農

産
物
た
る
葡
萄
酒
及
び
オ
リ
ー
ヴ
油

の
数
字
に
付
い
て
み
る
と
、

一
九
二
八
年
上
半
期
の
輸
出
額
は
、
百
リ

ツ
ト
ル
単
位
で
、
二
、

ス
ペ
イ
ン

十
二
h月
鴎
購
観
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第
∴
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第

一
號
)

B

一
九



ス
ペ
イ

ン
十

二
月
騒
蹴

(
第

一
巻
第

一
號
)

B

二
〇

八
九
〇
、
一
一
九
で
あ
り
、

一
九
二
九
年
の
上
半
期
に
は
二
、〇
八

一
、六

一
四
で
あ
っ
た
が
、

一
九
三
〇
年
の
上
半
期
に
は
、

一
、
四

二
六
、九
九
三
に
な
つ
て
ゐ
る
。

郎
ち
二
年
間
に
半
減
し
た
勘
定
で
あ
る
。

此
の
如
き
農
産
物
の
輸
入
の
激
減
は
、
農
産
物
が
主
要

楡
出
品
な
る
が
た
め
、
忽
ち
ペ
セ
ー
タ
相
場
に
響
い
て
來
る
。

B
e
r
e
n
g
u
e
r

政
府
出
現
當
時
、
ペ
セ
…
タ
相
場
は
イ
ギ
リ
ス

・
ポ
ン
ド
建

て
三
八

・
〇
五
で
あ
っ
た
の
が
、
十
月
十
六
日
に
は
既

に
五

一
●
二
〇
に
な
つ
て
ゐ
る
。
叉
此
の
如
き
農
産
物
喩
出
の
激
減
は
、
當
然
輸

出

農

産
物

便
格
の
暴
落
を
呼
ん
だ
。
前
記
の
オ

リ
ー
ヴ
油
は
、

一
九
二
九
年
の
九
月
に
は
、

一
〇
〇
キ
・
グ
ラ
ム
二
三
七
ペ
セ
ー
タ
ズ
で
あ
つ
た
の
が
、

吋
九
三
〇
年
五
月
ま
で
に

=

三
ペ
セ
ー
タ
ズ
に
下
落
し
た
。
約
半
値
で
あ
る
。
か

㌧
る
輸
出
農
産
物
の
価
額
暴
落
は
、
地
代
の
負
担

,
過
小
経
営

の
崖
産
費

.

の
割
高
等
を
理
由
と
し
て
,
小
中
農
民
麿
に
最
も
大
な
る
打
撃
を
與

へ
る
。

次
に
農
業
か
ら
工
業
方
面

へ
眼
を
韓
す
る
と
、
此
處

に
も
ま
た
恐
慌
の
威
力
を
観
る
。
資
本
獲
行
は
、

一
九
三
〇
年

一
月
に
は
、、

一
億
九
千
八
百
八
十
萬
ペ
セ
ー
タ
ズ
で
あ
つ
た
が
、
二
月
に
は
六
千
四
百
四
十
萬

ペ
セ
ー
タ
ズ
に
急
落
し
、
三
月
に
は
二
千
八
百
四

十
萬
ペ
セ
ー
タ
ズ
、
四
月
に
は
二
千
六
百
十
萬
ペ
セ
!
タ
ズ
と
い
ふ
減
少
ぶ
り
で
あ
る
。

こ
れ
は
産
業
合
理
化
政
策
と
相
挨

つ
て
、

多
く
の
失
業
群
を
産
ん
だ
。
そ
れ
は
、
》
巳
巴
彦
凶窪

及
び

国
ω9
。
ヨ
・。身
冨
州
に
於
い
て
人
口
の
六
ニ
パ
ー
セ

ン
ト
と
樗
せ
ら
れ
、
全

國
に
於
け
る
失
業
者
総
数
は
百
萬
前
後
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
就
業
労
働

者
の
賃
銀

に
響

い
て
來
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
が
.
そ



れ
に
加

へ
て
、
ペ
セ
ー
タ
相
瘍

の
下
落
に
依
る
物
贋
騰
貴
に
依
り
實
質
賃
銀
を
著
し
く
低
下
せ
し
め
ら
れ
た
。

(
ス
ペ
イ

ン
は
、
當

時
金
輸
出
を
禁
止
し

て
ゐ
る
が
、
生
活
資
料
の

一
部

は
輸
入
に
仰
が
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
此
の
価
格
が
決
定

的
と
な
る
か
軌
・
ペ
セ

ー
タ
相
瘍

の
下
落
が
、
直
接
生
活
資
料
の
価
格

を
騰
貴
せ
し
め
る
)
。
實
質
賃
銀
の
低
下
は
、

一
九

一
四
年

の
指
数
を

一
〇
〇
と
す

れ
ば
、

一
九
二
三
年
は

一
〇
四
で
、

一
九
二
九
年
は
九
五

●
六
に
下
り
、

一
九
三
〇
年
九
月
は
五
四
●
七
に
急
落
し
て
ゐ
る
。

此
の
如
き
も
の
が
、
B
e
r
e
n
g
u
e
r

政
府
の
政
策
の
効
果
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
小
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
ー
を
中

心
と
す
る

『
民
+工
的
運

一

動
』
も
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
中
心
と
す
る

『
社
會
的
運
動

』
も
た
ビ
拍
車
を
加

へ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

か
く
げ、
騒
擾
に
騒
擾
を
重
ね
た
ス
ペ
イ

ン
は
、
途
に
昨
冬
十
二
月
に
至
つ
て
全
國
的
な
騒
齪
を
捲
き
起
し
た
。

恥

吾

々
は

、

此

塵

で

十

二
月

騒

齪

の
具

膿

的

経

過

に
移

を
。

だ

が

此

の
騒

齪

を

扱

ふ

に
し

て

は
、

吾

々
は
飴

り

に
迂

路

を
辿

り
す

ぎ

た

か

に

見

え

る

。

然

し

此

の
迂

路

を

経

る

こ
と

に
依

つ

て

の

み

、
吾

々
は
、

錯

雑

せ

る

事
象

の
過
程

か
ら

、

そ

の
意

味

を

謬

り

な

く

汲

み

と

り

得

る

で
あ

ら

う

。

註
八

後

に
述

べ
る
(
二
〇
頁
)
失
業
群

の
壇
大
参
照
o

註
九

表
ハ
ニ
)
な
み

る
と
.
ス
ペ
イ
ン

の
主
要
輸
産
品

が
農
産
物
で

あ
る
の
は

明
か
で

あ
る
が
、
同
時

に
叉
多
少
の
農
産
物

が
輸
入
さ

れ

て
ゐ
ろ
。
ぐ、
こ
ろ
で
、

ス
ペ
イ

ン
の
農

産
物
中
輸
出

さ
れ
る
の
に
、
葡
萄
酒

・
ナ
リ
ー
ヴ
油

・
オ

レ
ン
ヂ

・
巴
旦
杏
其
他
の
熱
帯
果
實

ス
ペ
イ
ン

十

二
月
騒
観

(
第

一
巻
第

一
號
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二
.二

で

、
此
等
は
盛
に
栽
培

さ
れ

る
が
、
反
之
、
穀
物
類

の
方
で
bμ
、
玉
蜀
黍
に
大
部
分
輸

入
に
挨

つ
て
屠
り
、
小
饗
も
往

々
に
・し
て
不
足
な

告

げ
、
其
他
大
萎

・
裸
峯

・
燕
変
も
大
し
て
飴
裕

あ
る
方
で
は
な

い
。

註

十

以
下

の
説
述

に
、
拙

稿

ス
ペ
イ

ン
革

命
(
『
改
造
』
三
月
號
)
々
補
筆

し
れ

る
も

の
に
俵
ろ
。

打
績
く
擾
魁
に
物
情
騒
然
と
し
て
ゐ
た

ス
ペ
イ
ン
は
、
十
二
月
騒
齪
の

一
月
前
に
も
猛
烈
な
騒
擾
を
経
験

し
て
、
社
會
的
不
安
の
、

色
を
濃
く
し
て
ゐ
た
が
、
十
二
月
の
十
二
日
前
後
・
北
ス
ペ
イ
ン
の

一
要
塞
都
市

冨
8
に
於
い
て
・
流
言
が
流
布
さ
れ
た
。
そ
れ
は
・

首
都
ブ
貯
島
箆
に
於
け
る
共
和
制
の
宣
言
を
傳

へ
た
。
冒
8
の
守
備
兵
は
こ
れ
に
應
じ

て
直
ち
に
起

つ
た
Q

叫
聯
隊
の
要
塞
砲
兵
、

一

大
除
の
歩
兵
、

一
大
隊
の
独
兵
が
こ
れ
に
参
加
し
た
。
十
二
日
午
前
彼
等
は

智
8
の
議
事
堂
と
停
車
場
と
を

占
領
し
、
同
日
午
後
に

は
,
八
千
粁
東
方
の
国
器
ω8
要
塞

へ
の
進
軍
を
開
始
し
た
ゐ

「
方
B
e
r
e
n
g
u
e
r

政
府
は
、
十
二
日
夜
冒
$
に
軍
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
に
決
し
た
。

こ
の
政
府
軍
は
十
三
日
午
前
国
ωαq
琴
。。8
村
に
於

い
て
反
軍
と
衝
突
し
た
。
反
軍
ば
、
最
初
政
府
軍
を
以
つ
て
、
自
分
等
の
運
動
に
合
燈
せ
ん
と
す
る
共
和
主
義
の
軍
隊
と
誤
認
し
、

㈹

共
和
制
萬
歳
を
叫
ん
で
こ
れ
を
迎

へ
、
四
人
の
將
校
が
徴
迎
に
赴
い
て
直
ち
に
捕

へ
ら
れ
た
。
か
く
て
午
前

八
時
か
ら
九
時
の
約

一時
間

、
両
者

の
間
に
砲
火
が
交

へ
ら
れ
、
そ
の
結
果
反
軍
は
鎭
駆
さ
れ
数
百
人
の
も
の
が
逮
捕
さ
れ
た
。



反
軍
の
中
に
は
M
a
d
r
i
d
,
 
H
u
e
s
c
a
,
 
S
a
r
a
g
o
s
s
a
,
 
B
i
l
b
a
o

夢
き

等
か
ら
の
数
百
名
の
學
生
が
参
加
し
て
居
り
、
捕
虜
の
中
に
も
数
名
の

教
授

が
見
出
さ
れ
た
。
中
に
も
H
u
e
s
c
a
の
工
業
學
校
の

一
教
授
は
そ
の
全
學
生
を
伴
つ
て
冒
$
に
赴

い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
捕
虜
中
、
反
齪
の
首
臆
者
た
る
歩
兵
大
尉
G
a
l
a
n砲
兵
大
尉
H
e
r
n
a
n
d
e
z

は
下
級
軍
法
會
議
に
依

つ
て
銃
殺
、
砲
兵
大
尉

S
a
l
n
i
a
s

中
尉
M
u
n
i
z
,
 
M
a
v
a
r
r
o

他

一
名
の
曹
長
は
軍
法
會
議
で
絡
身
徴
役
の
判
決
が
下
さ
れ
、
右
の
銃
殺
は
、
十
四
日
午
後

唱
時

働

半
直
ち
に
執
行
さ
れ
た
。

一
方
政
府
は
十
二
日
夜
よ
り
北
ス
ペ
イ
ン
地
方
に
於
け
る
共
和
主
義
者

や
労
働
運
動

者
の
大
衆
的
逮
捕
を

閉
始
し
、
H
u
e
s
c
a
の
み
に
て
も
そ
の
逮
捕
さ
れ
た
も
の
が
百
五
十
名
に
及
ん
だ
。

こ
の
J
a
c
a
の
事
件
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
兵
士
、
労
働

者
、
農
民
並
に
共
和
主
義
的
市
民
に
大
な
る
衝
撃
を
與

へ
、
か
ね
て
不
穏
の
室

氣
に
包
ま
れ
て
ゐ
た
ス
ペ
イ
ン
各
地
に
は
、
そ
れ
が
口
火
と
な
つ
て
、
軍
隊
の
反
齪
や
労
働

者
の
総
罷
業
が
相

次
い
で
勃
焚
し
、
ス

ペ
イ
ン
全
土
は
杢
く
革
命
の
巷
と
化
し
た
。

十
五
日
午
前
数
豪
の
飛
行
機
が
首
都

と
M
a
d
r
i
d

の
上
塞
に
飛
來
し
て
、
兵
管

の
上
に
搬
文
を
撒
布
し
た
。
そ
の
紙
片
に
は
次
の
如

く
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
o

『
兵
士
等
よ
!
全

ス
ペ
イ

ン
に
昨
夜
の
中
に
共
和
革
命
が
勃
稜
し
た
。
正
義
を
求
め
る
す
べ
て
の
人

々
に
依
つ
て
憧
憬
さ

れ
期
待
さ
れ
て
ゐ
た
革
命
は
來
た
。
國
民
と
兵
士
と
は
協
力
し
て
こ
の
革
命
を
勝
利
に
導
い
た
。
す
べ
て
の
地
方

の
假
政

ス
ペ
イ
ン
十
二
月
騒
観
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一
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二
四

・府
の
磯
す
る
報
道
は
、
こ
の
成
功
を
實
誰
す
る
。
さ
れ
ば
今
罪
な
き
犠
牲
と
盲
動
と
を
避
け
る
た
め
、
且
叉
ス
ペ
イ

ン
國

家
が
、
正
義
と
友
愛
と
労
働

と
が
要
求
す
る
如
く
自
ら
そ
の
運
命
を
導
き
得
る
こ
と
を
、
世
界
に
誇

示
す
る
た

め
、
卿
等

は
・
宜
し
く
吾

々
の
運
動
に
参
加
し
以
つ
て
内
乱
を
避
く
べ
き
で
あ
る
。
卿
等

の
か
」
る
行
動
は
、
祀
國
と
共
和
制
と

へ

の
奉
仕
で
あ
る
。
叉
若
し
卿
等
の
怯
濡
と
無
恥
と
が
、
卿
等
を
し
て
反
対

の
態
度
を
と
ら
し
め
る
な
ら
ば
、
卿
等
は
先
づ

運
動
の
血
祭

に
上
げ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
卿
等
若
し
半
時
間
以
内
に
降
服
を
肯
じ
な
い
な
ら
ば
、
兵
螢
は
爆
弾
に
見
舞
は

れ
る
で
あ
ら
う
。

ス
ペ
イ
ン
萬
歳
、
共
和
制
萬
歳
1
」

然
し
こ
の
飛
行
機
は
猛
烈
な
砲
火
を
浴
び
て
機
首
を
廻
ら
し
た
。

こ
の
撒
憂
の
飛
行
機
は
O
⊆
富
8

≦
。馨
o
ω飛
行
場

の
ス
ペ
イ

ン

軍
用
機
で
、
椴
文

の
撒
布
者
は
F
r
a
n
c
o
少
佐
で
あ
つ
た
。

同
日
正
午
M
a
d
r
i
d
で
は
、
途
に
正
式
に
攻
園
状
態

が
宣
言
さ
れ
、

一
切

の
命
令
権
は
、
B
e
r
e
n
g
u
e
r

首
相
の
兄
弟
で
竃
鋤号
宣
総
督

た
る
司
①α
。ユ
8

切
①お
二
σq=
禽

の
手
に
委
ね
ら
れ
た
。
首
都
は
完
全
に
閉
鎖
さ
れ
た
。

一
切
の
通
信
は
嚴
重
な
軍
事
検
閲
の
下
に
置
か

れ
、
然
も
そ
の
送
達

は
甚
し
く
遅
延
せ
し
め
ら
れ
る
。
外
國
記
者
は
嚴
重
に
監
視
さ
れ
て
ゐ
る
。
殊
に
電
話

は
十
五
日
午
前
以
來
、

内
閣
用
以
外
の
も
の
は
全
然
不
通
で
あ
る
。

當
時
首
都
に
は
七
〇
〇
〇
人
の
民
兵
が
糾
合
さ
れ
て
ゐ
る
。
兵
管
は
僅
か
に
そ
の
二
百
人
を
牧
容
す
る
用
意
よ
り
有

し

な

い

の



で
、
彼
等
は
檜
院
に
宿
泊
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
此
等
の
民
兵
と
絶
対

に
政
府
に
服
從
せ
る
騎
兵
隊
と
が
首
都

の
保
安
に
任
じ
て
ゐ

る
。
彼
等
は
十
五
日
夜
か
ら
十
六
日
の
佛
曉
に
か
け
て
、
全
市
の
重
要
地
黙
を
占
領
し
た
。
市
の
中
央
廣
場

に
は
赤
十
字
の
記
さ
れ

た
野
戦
病
院
が
設
け
ら
れ
、
或
地
瓢
に
は
機
嗣
銃
が
据
付
け
ら
れ
、
城
塞
廣
場
で
は
、
探
照
燈
が
爆
弾
投
下
に
來
る
革
命
機
を
待
構

へ
}、
ゐ
る
。
民
兵
.
騎
銃
で
武
装
ぜ
る
警
官
、
華

や
か
な
色
彩
の
制
服
を
着
け
た
騎
兵
、
此
等

の
往
來
で
首
都

の
光
景
は
全
く

一
変

し
た
。

か
Σ
る
嚴
重
な
警
戒
の
下
に
首
都
は
時
に
小
衝
突
は
行
は
れ
て
ゐ
る
が
纏
に
そ
の
安
寧
を
保
つ
て
ゐ
る
。
罷

業
其
他
の
労
働
運
動

の

一
切
は
、
軍
法
会
議

に
依
る
嚴
罰
を
以
つ
て
脅
か
さ
れ
て
ゐ
る
G

乍
併
、

「
度
ぴ
眼
を
地
方
に
投
す
る
と
、
共
庭
で
ば
騒
織
の
浪
が
渦
捲

い
て
ゐ
る
。

北
ス
ペ
イ

ン
の
QQ
彗
蝿
霧
。。勾
で
は
、
十
三
H
、
蜜
昆

の
反
餅
鎭
歴
に
向
ふ
政
府
軍
を
阻
止
せ
ん
と
し
た
民
衆

と
、
警
官
と
の
間
に
衝

・

突
が
行
は
れ
た
が
、
そ
の
後
直
ち
に
総
罷
業
に
移
つ
た
。
bづ
坤冨
δ
で
も
総
罷
業
が
行
は
れ
た
。

o。
§

G。
筈
嚢。ωユ
コ

で
は
、
労
働

者

の

一

團
が
州
政
廃
を
襲
つ
て
知
事
を
捕

へ
、
更
に
郵
便
本
局
、

停
車
瘍
を
占
領
し
,
警
官
と
の
聞
に
銃
火
が
交

へ
ら
れ
た
。
ω
§
雷
巳
2

で
は
警
官
屯
管
が
襲
は
れ
、
市
中
は
示
威
行
列
で
充
さ
れ
た
。
國
境
都
同笙
⇔
で
は
、
労
働

者
の
示
威
の
た
め

一
切
の
営
業
が
停
止
さ

れ
た
。
冨
帥す
09帥
で
は
、
罷
業
者
の
た
め
に
、
竃
旬♀
蕊
へ
の
鐵
道
線
路
が
破
壌
さ
れ
た
。
更
に
尊ご
蒙
9。
か
ら
ω
9。⇔

QQ
9
9・。。什凶き
に
至
る
途

ス

ペ
イ

ン
十
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月
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ス

ペ
イ

ン
十
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月

騒

働

(
第

一
巻

」第

=
號
)

13

二

六

上
の
O
き
母
兵
器
廠
は
,
労
働

者
に
襲
撃
さ
れ
た
。
O
凶圏
鐸
で
は
青
年
の

一
群
が
教
會
に
閲
入
し
て
聖
像
を
破
壊
し
た
。
更
に
十
六
口

に
は
,
〉
膏
§
8
で
軍
隊

の
反
飢
が
勃
発
し

た
。
海
軍
も
ま
た
動
揺
を
始
め
、
O
巴
尽
と
く
鋤げ
髪
冨
で
は
水
兵
が
革
命
運
動
に
参
加
し

た
c此

の
如
き
ス
ペ
イ

ン
全
土
に
波
及
せ
る
軍
事
的
反
齪
や
労
働

者
の
総
罷
業
を
前
に
し
て
、

ス
ペ
イ
ン
共
産
党

は
、
独
自

の
標
語
を

禍
げ
て
、
此
の
運
動
の
指
導
椎
を
握
ら
う
と
し
て
焦
慮
し
て
ゐ
る
。
乍
併
,
此
の
如
き
状
勢
は
、
ま
た

一
方

に
於
、い
て
、
共
和
主
義

者
社
會
民
主
々
義
者
の
闘
に
、
嫌
悪
の
感
情
を
生
み
、
そ
の
動
揺
離
と
反
と
を
招
い
た
。

}w癸
忌
讐
・肖
政
府
は
、

…
方
に
於

い
て
武
力
的
弾
墜
の
手
を

強
め
る
と
玉
も
に
、
他
方
に
懐
柔
の
策
を
廻

ら
し
た
。

今
度

の
反
鍮
の
策
源
地
た
ろ
(ご
弩
○
<
3
鳶
。。。
の
飛
行
瘍
は
、
O
薦
器

將
軍
の
率
ゐ
る
聯
隊
に
依
つ
て
攻
撃
さ
れ
占
領
さ
れ
、
反

齪
の
総
指
揮
者
ρ
ぎ
ぢ
○
將
軍
「
疑
琴
。
少
佐
等
は
、
飛
行
機
で
ボ

ル
ト
ガ

ル
國
境
に
逃
亡
し
た
。
彼
等
は
政
府
軍

の
飛
機
に
追
撃
さ
れ

㈹

な
が
ら
も
、
無
事
ボ
ル
ト
ガ

ル
領
に
着
陸
す
る
こ
と
を
得
た
.、
猫
政
府
は
各
地
の
反
観
を
徹
底
的
に
鎭
塵
す
る
た
め
に
、
現
に
そ
の

任
に
雷
れ
る
民
兵
の
外

に
、

ア
フ
リ
カ
よ
り

二
大
隊
の
植
民
地
軍
團
と

八
百
人
除

の
土
人
軍
の
輸
送

を
企
て
た
..
彼
等
は
十
五
日

く
巴
§
。鎧
に
上
陸
し
、
そ
の

一
部
は
首
都
の
警
備
に
、
他
の

一
部
は

と
冨
三
ρ

コ
色
畠
'
〉
。・一)巽
。
等
の
騒
齪
地

へ
派
遣
さ
れ
た
。
懐

桿

に
し
て
よ
く
戦
技

に
馴
れ
た
彼
等
は
、
反
徒
の
抵
抗
を
破
つ
て
騒
齪
鎭
墜
に
大
に
功
を
奏
し
た
け
れ
ど
も
、
彼
等
の
粗
暴
な
行
動



に
は
、
保
守
主
義
者
さ

へ
眉
を
ひ
そ
め
る
ほ
ど
で
あ
つ
た
。

政
府
は
、
か
、
乃
武
力
的
弾
駆
を
加

へ
る
と
」
も
に
、

「
方
卜
七
口
夜
、
凡
ゆ
る
傾
向

の
保
守
主
義
者
、
自
由
主
義
者
、
改
良
主

義
者

の
主
だ
ち
た
る
も

の
を
集
合
せ
し
あ
て
,
時
局
打
開
の
協
商
を
開
き
、
次
の
如
き
決
議
を
行
つ
た
。

『
ス
ペ
イ
ン
國
王
は
、
急
遽
憲
法
制
定
議
曾
を
召
集
し
給
ふ
で
あ
ら
う
。
何
者
、
そ
れ
が
ス
ペ
イ

ン
を
こ
れ
以
上
の
困
難

か
ら
救
ふ
唯

一
の
可
能
で
あ
る
か
ら
』

猫
内
閣

に
も

『
重
大
な
変
更

』
が
行
は
れ
る
で
あ
ら
う
旨
が
傅

へ
ら
れ
た
。
越
え
て
十
九
日
再
び
同
じ
目
的

の
愈
合
が
催
さ
れ
た
。

招
集
瀞,・れ
た
も
の
は
、
貴
族
、
有
力
な
る
商
工
業
者
耽
會
民
主

々
義
者
等
で
あ
る
。
そ
の
時
の
決
議
は
次
の
如
く
で
あ
つ
た
。

『
不
断
の
不
安
は
、
貴
族
、
市
民
,
商
工
業
の
社
会
的
経
済

的
欣
態
を
危
く
し
、
此
等
す
べ
て
の
市
民
麿
の
富
冷
破

壊
す

る
。
何
故
な
ら
、
革
命
の
成
功
は
、
ス
ペ
イ

ン
に
、
共
和
制
の
み
な
ら
す
ゾ
ヴ
イ

エ
ツ
ト
制
の
無
政

府
状
態
を
齎
ら
す
で

あ
ら
う
か
ら
』

此
ω
決
議
の
第

一
の
影
響
と
し
て
、
義
勇
軍
が
形
成
さ
れ
、
彼
等
は
民
兵
と
協
力
し
て
、

一
切
の
罷
業

一
切

の
反
政
府
的
行
動
に
封

し
て
、
凡
ゆ
る
手
段
を
以
つ
て
鎭
歴
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。

か
㌧
る
政
府

の
策
動

の
た
め
、
ス
ペ
イ
ン
の
革
命
運
動

が
梢

々
下
火
に
な
る
と
、
政
府
は
直
ち
に
す
べ
て
の
都
市
に
於
け
る
騒
齪

-

ス
ペ
イ
ン

十

二
月
騒
胤

(
第

一
巻
第

一
號
)

盈

二
七
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B

二
八

指

導

者

の
大
衆

的

逮
捕

を

開
始

し

、

更

に

二

十

日

に

武
器

押

牧
令

を
磯

し

て
八

日

以
内

に

そ

の
提

出

を

命

じ

た
。

か

く

て
∴

時

猛

烈

を

極

め
た

ス

ペ

イ

ン
の
革

命

運

動

も

廿

日

す
ぎ

に
な

る

と
略

々
平

穏

に
婦

し

、
各

地
方

で

は

次
第

に
労
働

者

の
就

業

を

み
る

に
至

つ

、

た
.)

註
十

一

首
都

に
於
け
る
共
和
制
宣
言

の
流
言
な
倍
じ
て
ゐ
た
彼
等

と
し

て
に
、

か
、
ろ
誤
認
に
あ
り
得

る

こ
と
で

あ
ら
う
。
但
・し

一

説

に
は
、
政
府
軍
が
反

軍
に
勤
し
て
、
傭

つ
て
會
見
布
・求
め
、
そ
れ

に
膳

じ
て
來
れ
四
名
の
將
校
を

捕
虜
と
し
、
突
如
ご
、し
て
砲
撃
・な
開

始

し
れ
も
の
こ
も

い
に
れ
て

ゐ
ろ
。

「町串
十

二

(
甲己
p
ご

に
後
蓮
す
る
如
く
、
彼
の
輕
畢
が
今
度
の
革
・命
運
動
な
飴
り
に
も
早
く
挫
折
ぜ
し
め

力

一
原
因
と
み
ら
れ
て
ゐ
る
が
、

そ

の
死
刑
前
後
の
態
度

ぼ
堂

々
六
る
も

の
で

あ
つ
た
。

彼

に

言

詳

の
反
軍
が
敗
れ

る
と
、
そ
の
部
下
数
百

人
の
徒
な

ろ
犠
牲
な
救

ふ
六
め
に
、
僅
か
二
十
粁
飴

な
距
て
う
に
過

ぎ
な

い
フ
ラ

ン
ス
國
境

へ
の
逃

亡
の
機
會

な
棄

て
、
自
ら
政
府
軍

に
均

な
投

じ
れ
o
更

に
そ
の
下
級

軍
法
議
會

の
法
廷

に
於

い
て
も
、
杢
責
任
な

一
身

に
貢

に
ん
と
し

,
僚
友

=
窪
≡
三
¢
、

ぼ
全
く
自
分
の
命
令

に
強
制
さ
れ
て
行
動
し
六
も
の
で
、
何
等
の
責
任
な
き
旨
な
,
裁
開
官

に
設

得
し

よ
う
と
力
め
れ
。

彼

の
此
の
如
春
態
度

ご
、
そ
の
盧
漸
が
ス
ペ
イ
ン

軍
隊

ご
鏡
く
…
対
立せ
る
民

兵

の
手

に
依

つ
て
な

さ
れ
れ

こ
と
は
、
ス
ペ
イ
ン

軍
隊

の



同
情

と
憤

激
こ
な
昂

め
、
こ
れ
が
叉
革
命
運
動

に
強

い
影
響

奄
與

へ
六

こ
と
は
、
認
め
ら
れ
ね

ば
な
ら

ぬ
。

、
・の
判
決

執
行

に
先
立
ち
、

サ
ラ
ゴ
サ
総
督
に
数

時
間

の
中
四
同
も
首

相
と
電
話
な
交
換
し
、
政
府

に
ご
り
か

へ
し
難
き
事
情

の
勃
発

に
先
立
つ
て
、
此

の
鋼
決
執

行
秘
再
考

マ
ろ
蝕
地
な
き

や
を
問

ふ
カ
。
然
し
彼
に

、
そ

の
度
毎

に
断
行
な
求
め
ら
れ
れ
の
で
あ
る
。
だ

が

サ

ラ
ゴ
サ
総
督

の
憂
慮
は
、

一
片
の
紀
憂
で

ぼ
な

か
つ
れ
。

、蔽
十
三

ス
ヘ
イ

ン
政
府

の
報
道

に
依

う
と
、
彼
等

は

一
・三
)。
・一

に
著
陸

し
、

其
虜
で

ボ

〃
ト
ガ

ル
官
憲

に
逮
捕
さ
れ
、

フ
一p
(ぎ

の

衛
戊
監
獄

に
投
ぜ
ら
れ

大
ご
あ
ろ
が
、
事
實

に
こ
れ
に
反
し
て
ゐ
る
。
彼
等
が
、

潔
〃
ト
ガ

ル
領

に
篶
陸
す
る
ご
、
杢
國
人
は
極
め

て
親

切

に
待

遇
し
、
彼
等

に
ボ

〃
ト
ガ

ゥ
貨

な
渡

し

旨
・竃
xヨ

に
伸

つ
六
。
共
慮
で
彼
等

は
陸

相
を
訪
問
し
、
後
臼
動
車

で
快
適

な

小

都

市

ン
ニ
ド・帽三

に
連
れ
行
か
れ
、
其
慮
存
居
住
地
に
指
定
さ
れ

六
。

ス
ペ

イ

ン
十

二
月

騒

齪

の

具
腿

的
経

過

は
此

の
如

く
で

あ

る
。

そ

し

て
こ

の

こ
と

は

、

吾

々
が

冒

頭

に
試

み

た

ス
ペ

イ

ン
革

命

運

.

動

の
本

質

及

び
方

向

の
規

定

、

そ

の
指
導

勢

力

及

び
参

加

勢

力

の
分

析

の
謬

り

な
き

こ
と

を

、

示

し

て

ゐ

る
。

+

二

月
騒

飢

に
於

い
て

、

そ

の
主

流

を

な

し

て
ゐ

る

も

の
は

、

各

地

に
於

け

る
軍

事

的

反

飢

で

、
そ

の
性

質

は
、

+

五

日
首

都

の

上

察

に
撒
布

さ

れ

た
椴

文

が

、

直

蔵

に
示

し

て

ゐ
る

様

に
、

『
民

主
的

運

動
』

で
あ

つ

て
、

以

前

の
小

プ

ル

ジ

ヨ
ア
政
党

共

和
黛

の

ス

ヘ
イ

ン
十

二
n£
騒
{働

(
第

一
巻

第

一
號

)

B

二
九
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騒
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B

三
〇

指
導
精
神

の
下
に
立

つ
て
ゐ
る
..
そ
の
中
心
勢
力
た
る
兵
士
は
小
中
農
子
弟
で
あ
り
、
實
際

こ
れ
を
指
導
し
た
の
は
.
下
級
將
校
で

あ
る
。
更
に
こ
の
運
動

に
は

智
2

の
捕
虜

の
顔

ぶ
れ
か
ら
も
明
か
な
る
如
く
、
.多
く
の
知
識
分
子
が
加
っ
て
ゐ
る
。

猫
此
の

『
民
主
的
運
動
』
は
、
各
地
の
労
働
者
の
纏
罷
業
を
誘
発
し

た
。

『
民
主
的
運
動

』
は
、
そ
の
傍
流
と
し
て

『
証
會
的
運

動
』
を
俘

つ
て
ゐ
る
Q

だ
が
此
の
十
二
月
騒
齪
は
、
そ
の
砒
會
的
條
件
の
成
熟
に
も
拘
ら
す
、
何
等
直
接
的
な
効
果
を
基
げ
る
こ
と
な
し
に
、
ひ
と
ま
つ

鎭
歴
さ
れ
た
。
此
の
失
敗
に
対
し

て
は
、
特
殊
の
原
因
が
索
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
は
、
要
す
る
と
こ
ろ
、
今
度
の
革
命
運
動
が
、
十
分
の
準
備
と
統
制
と
を
歓
ぎ
た
る
こ
と
に
蹄
す
る

の
で
あ
る
。
即
ち

イ

今
度
の
運
動
の
口
火
と
な
つ
た

智
2

の
反
齪
は
、
O
麟一§

等
が

一
味
の
協
定
に
反
し
、流
言
を
輕
信
し
て
突
如
と
し
て
こ

(

と
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
點

に
付
い
て
は
、
さ
き
に

○
⊆
B
3

ぐ
沖窪
8
。・
か
ら
、
飛
行
機
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
亡
命
し
た

O
琴
ぢ
。

將
軍
も
、
そ
の
居
住
地
に
指
定
さ
れ
た
と
註
話
で
同
國
の
記
者
に
対
し

て
、
O
。。一き

の
行
動
の
不
賢
明
で
あ

つ
た
こ
と
、
彼
が
事
を

焦
つ
て
、
信
念
な
き
分
子
を
も
糾
合
し
、
然
も
早
急
に
事
を
あ
げ
た
こ
と
を
、
明
か
に
誹
難
し
て
ゐ
る
。

・

軍
事
的
反
齪

の
目
標
は
、
立
憲
制
の
回
復
に
あ
る
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
の
憲
法
の
具
体
的

な
内
容
に
付
い
て
、
運
動

(

指
輝
者

の
聞
に
さ

ヘ
一
定
し
た
綱
領
が
把
握
さ
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
運
動

が
統
制
を
訣
ぐ
の
は
當
然
で
あ
る
。
と
巴
鑓
の
亡
命
者
た



ち
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
記
者
と
の
會
見
記
は
、
こ
の
點

に
つ
い
て
次
の
如
く
語
つ
て
ゐ
る
。

O
⊆
。督
。
將
軍
は
、
革
命
運
動
の
目
的
か
共

和
制
と
新
し
き
憲
法
の
制
定
に
あ
る
こ
と
を
語
り
、
R
i
v
e
r
aや
B
e
r
e
n
g
u
e
r

の
独
裁

が
,

政
府
か
ら
人
材

を
追
ふ
こ
と
を
嘆
じ

て
ゐ
る
が
、

一
方

「
轟
萱
Q
少
佐
は
、
共
和
制
を
欲
す
る
や
否
や
の
問
に
甥
し
て
は
、
そ
れ
は
何
れ
に
て
も
よ

き
こ
と
、
要
は
た

ビ

ス
ペ
イ
ン
を
し
て
生
氣
あ
ら
し
め
る
憲
法
を
と
答

へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

ハ

今
度
の
軍
事
的
反
齪
が
、
農
村
地
方
に
殆
ど
何
等
の
連
絡
を
有
し
て
ゐ
な
い
こ
と
。

(
ス
ペ
イ
ン
に
於
け
る

」、民
主
的
運
動
』
は
、
そ
の
纏
濟

の
基
本
的
分
杯
か
ら
明
に
察
知
し
得
る
如
く
、
廣
汎
な
農
民
麿
を
引
入
れ

る
こ
と
な
し
に
は
,
強
力
に
張
靱
に
展
附
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な

い
。
然
も
農
民
は
、
そ
の
惨
憺
た
る
窮
境

に
対
す

る
不
平
不
満

を
、
自
然
的
に
爆
獲
さ
せ
つ
玉
あ
る
。
た
と

へ
ば
去
る
六
月
中
旬

く
箒

霧
ぎ

西
部
の

ぐ
墨
巴
。
國箆

地
方
の
農

民
は
、
小
萎
の
最
低

価
格

の
公
定
を
求
め
て
蜂
起
し
、
民
兵
と
の
聞
に
衝
突
を
繰
返
し
た
。
で
ス
ペ
イ
ン
の

『
民
主
的
運
動
』
が
、

一
定
の
農
業
綱
領
を

掲
げ
て
維
織
的
に
農
村
に
働
き
か
け
る
な
ら
ば
、
農
民
層
は
,
此
の

『
民
主
的
運
動
』
に
固
く
結
び
つ
け
ら
れ

る
で
あ
ら
う
。

一
定

の
農
業
綱
領
と
は
、

『
カ
ッ
ィ
ー
ケ
』
の
下
に
あ
る

『
農
奴
』
の
非
人
間

的
待
遇
,
高
き
小
作
料
の
減
冤
.
土

地
を
有
せ
ざ
る
農
民

の
土
地
に
…
対
する
渇
…望
の
處
置
等
を
意
味
す
る
。

二

都
會
地
方
は
、
軍
事
的
反
齪
の
浪
に
捲
き
込
ま
れ
て
翫
総
罷
業

の
勃
磯
を
み
た
が
、
猫
両
者

の
闇

に
緊
密
な
連
絡
を
歓
い

(ス
ペ
イ

ン
十

二

月
騒

観

(
第

一
巻

第

一
號

)

R

二
二



ス
ペ
イ

ン
十

二
月
騒
観

(
第

一
谷
第

一
號
)

H

三
二

で
ゐ
た
こ
と
。

ホ

運
動
半
ば
に
し
て
、
指
導
者
の

「
部
に
離
問
を
策
す
る
も
の
の
現
れ
來
り
し

こ
と
。

(
か
く
し
て
十
二
月
騒
鑑
は

一
頓
挫
し
た
。
乍
然
、
此
の
如
き
騒
齪
を
生
ん
だ
社
會
的
條
件
特
に
経
済
的
條
件
が
止
揚
さ
れ
ざ
る
限

り
、
此
の
如
き
騒
齪
は
叉
繰
返
さ
れ
ざ
る
を
得
ぬ
。
政
府
も
、
此
の
形
勢
を
察
知
し
て
、
或
程
度

の
政
治
機
構

の
改
造
を
以
つ
て
、

此
の
如
き
騒
齪
を
妨
止
せ
ん
と
す
る
意
圖
は
あ
る
。
十
七
日
及
び
十
九
日
の
政
府

の
召
集
し
た
集
會
は
こ
の
意
圃
を
示
し
て
ゐ
る
。

で
ス
ペ
イ
ン
の
革
命
運
動
は
、
近
き
將
來
に
於
い
て
、
少
く
と
も
此
の
意
圖
の
限
度
の
成
果
を
克
ち
得
る
で
あ
ら
う
。

此
の
意
圖
の
限
度
と
は
、
立
憲
政
治
の
回
復
で
あ
り
議
會
の
再
興
で
あ
る
。
そ
し

て
多
分
今
度
現
れ
る
立
憲
制
も
ま
た
立
憲
君
主

制
で
あ
ら
う
。
何
者
、
ス
ペ
イ
ン
王
ア
ル
フ
オ

ン
ゾ
十
三
世
は
、
去
る
六
月
下
句
、
イ
ギ
リ
ス
御
訪
問
の
途

次
、
パ
リ
に
、
亡
命
中

の
前
自
由
党

領
袖

Q。
§
膏
㈹
。
と
冨

を
接
見
さ
れ
給
ふ
た
が
、
そ
の
時
王
は
、

ス
ペ
イ

ン
の
た
め
、
イ
ギ
リ

ス
や
ベ
ル
ギ
ー
の
如
き

民
主
的
な
議
曾
中
心
的
な
立
憲
君
主

制
の
設
立
と
、
そ
の
憲
法
改
正
の
た
め
の
議
會
の
公
正
な
る
選
挙

を
希

望
さ
れ
る
旨
明
か
に
宣

言
し
給
ふ
た

こ
と
が
傳

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
イ
ギ
リ
ス
や
ベ
ル
キ
ー
の
如
き
立
憲
制
が
實
現
さ
れ
る
限
り
、
共

和
主
義

の
人

々
も
反
対

す
る
根
擦
を
失
ふ
で
あ
ら
う
か
ら
。
但

ス
ペ
イ

ン
に
於
い
て
此
の
如
き
立
憲
君
主
制
が
實
現
さ
れ
る
と

い
ふ

こ
と
は
、
現
下
の

『
民

主
的
運
動
』
が
絡
畑
す
る
と
い
ふ

こ
と
を
,
直
ち
に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
此
の
如
き
政
治
機
構
に
於
け
る
改
革
が



如
何
に
経
済
組
織
に
反
映
さ
れ
る
か
に
、
即
ち

こ
の
政
府
の
政
策
に
依

つ
て
、
経
済

組
織

に
於
け
る
著
し
い
封
建
主
義
的
矛
盾
が
・

如
何
な
る
程
度
に
止
揚
さ
れ
る
か
に
係
つ
て
ゐ
る
。
更
に
叉
此
の

『
民
主
的
運
動

」
に
俘
つ
て
行
は
れ
つ
」
あ
る

『
社
曾
的
運
動
」

の
將
來
の
進
展
に
つ
い
て
は
、
其
塵
に
は
猫
多
く
の
中
聞
段
階
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
先
づ
此
の
「
民
主
的
進
動
」

の
成
功
の
廣
さ
と
深
さ
と
に
、
そ
し
て
叉
此
の

『
民
主
的
運
動

』
が
、
既
に
そ
の

『
民
十工
的
運
動
」
を
或
程
度
に
完
成
し
た
イ
ギ
リ

ス
、

フ
ラ
ン
ス
等

の
諸
國

の

『社
會
的
運
動
』
に
如
何
な
る
影
響
を
與

へ
、
そ
し
て
そ
れ
が
叉

ス
ペ
イ
ン
自
身
に
如
何
な
る
反
響
を

與

へ
る
か
等

の
條
件
に
係
つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
(
完
)

【
追

記
】

最
近

の
外
電
は
B
e
r
e
n
g
u
e
r
政
府
の
僻
職
と
,
ス
ペ
イ
ン
王
の
S
a
n
t
i
a
g
o
 
A
l
b
a

に
対
す

る
次
期
内
閣
組
織

の
御
委
囑
と
、

≧
ぴ
餌
の
辞
退
と
を
傳

へ
て
ゐ
る
。
A
l
b
aは
前
述
の
國
王
と
の
會
見
の
際

に
も
、
普
選
が
何
等

の
干
渉
な
く
實
行

さ
れ
る
に
至
る

ま
で
は
、
首
相

の
地
位

に
就
く
を
欲
し
な

い
旨
を
洩
し

て
ゐ
る
。

(
昭
六
、
二
、

一
五
)
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